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■受付期間
２月１日㈬～28日㈫（土日・祝日を除く）　
午前９時～午後５時
※受付期間終了後も随時受付を実施します。

■登録できるかた
美里町内に主たる事業所（本店）を置いている
個人または法人のかた
（希望する業種については、適法であれば組織経
営、従業員数は問いません。）

■登録有効期間
　令和５年４月１日～令和７年３月31日

■申請方法
　申請書に必要事項を記入して、美里町役場　
総合政策課まで持参してください。
※�手引きなどの詳細は、１月中に町ホームペー
ジへ掲載予定です。

■問 合 せ
　総合政策課　財政係　☎76-1114

小規模工事契約希望者登録制度の申請について
　この制度は、美里町が発注する「建設工事、修繕、業務委託及び物品の納入等」の契約のうち、金額
が50万円未満となる小規模な契約について、入札参加資格申請をしていない町内業者の受注機会を拡大
し、町内経済の活性化を図ることを目的としています。登録を希望するかたは、下記のとおり申請をし
てください。令和３・４年度に登録されたかたも、再度登録が必要です。

河川維持修繕工事（猪俣川浚渫工）

工 事 場 所：美里町大字猪俣地内
入札対象額：21,409,000円(消費税除く)
契 約 額：22,330,000円(消費税含む)
落 札 者：長谷川建設株式会社

町道1297号線　配水管布設替工事

工 事 場 所：美里町大字中里地内
入札対象額：15,770,000円(消費税除く)
契 約 額：16,995,000円(消費税含む)
落 札 者：有限会社市川電気商会

河川維持修繕工事（やぼり川・榛沢川浚渫工）

工 事 場 所：美里町大字下児玉地内外
入札対象額：15,281,000円(消費税除く)
契 約 額：15,719,000円(消費税含む)
落 札 者：株式会社ｓｕｎａｋｅｎｎ

美里町指名競争入札結果
（令和４年11月22日開札）

河川維持修繕工事（小栗川浚渫工）

工 事 場 所：美里町大字猪俣地内
入札対象額：5,261,000円(消費税除く)
契 約 額：5,280,000円(消費税含む)
落 札 者：有限会社田島建材

町道２級16号線　舗装修繕工事

工 事 場 所：美里町大字広木地内
入札対象額：15,440,000円(消費税除く)
契 約 額：16,060,000円(消費税含む)
落 札 者：株式会社清水組

町道２級10号線　舗装修繕工事

工 事 場 所：美里町大字阿那志地内
入札対象額：11,661,000円(消費税除く)
契 約 額：12,100,000円(消費税含む)
落 札 者：有限会社若山建設

トイレ施設設置工事

工 事 場 所：美里町大字南十条地内
入札対象額：11,429,000円(消費税除く)
契 約 額：12,210,000円(消費税含む)
落 札 者：株式会社黒沢工業所

※入札結果の詳細については、　
　美里町ホームページをご覧ください。

農業用排水路改修工事（湯栃地区）

工 事 場 所：美里町大字猪俣地内
入札対象額：1,420,000円(消費税除く)
契 約 額：1,485,000円(消費税含む)
落 札 者：株式会社ｓｕｎａｋｅｎｎ

水殿瓦窯跡公園測量設計業務委託

履 行 場 所：美里町大字沼上地内
入札対象額：14,432,000円(消費税除く)
契 約 額：14,520,000円(消費税含む)
落 札 者：株式会社上武測地

町道１級２号線歩道整備（路線測量・修正設計）業務委託

履 行 場 所：美里町大字北十条地内外
入札対象額：6,825,000円(消費税除く)
契 約 額：6,985,000円(消費税含む)
落 札 者：株式会社間正測量設計事務所

小学校適正規模等検討資料作成業務委託

履 行 場 所：美里町内全域
入札対象額：11,680,000円(消費税除く)
契 約 額：5,115,000円(消費税含む)
落 札 者：株式会社パスコ さいたま支店

善意のご寄附ありがとうございます
　野口様からいただいたご厚情は、町の発展の
ために有効に活用させていただきます。
　誠に、ありがとうございました。

野口 重信　様

寄附金　2,000,000円

死亡した野鳥を見つけたら、素手で触らないでください！
　死亡した野鳥は、鳥インフルエンザ・ウイルスなどのさまざまな病原体をもっている可能性があ
ります。見つけた場合は素手で触らず、発見場所を下記の問合せ先へご連絡ください。
　万が一、死亡した野鳥などの野生動物を片付ける場合は、使い捨て手袋などを使用してください。
　鳥インフルエンザ・ウイルスは、感染した鳥との濃密な接触などの特殊な場合を除いて、通常
では「人には感染しない」と考えられています。正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いします。
詳しくは、埼玉県のホームページをご確認ください。

野鳥などの野生動物の排泄物などに触れた場合について
　日常生活において、野鳥などの野生動物の排泄物などに触れた場合は、
十分な手洗い・うがいをすれば、過度に心配する必要はありません。
　また、野鳥の排泄物などが靴の裏や車両に付着することで、さまざまな
病原体が他の地域へ運ばれることもありますので、野鳥に近づきすぎない
ようにしてください。

問合せ＝埼玉県北部環境管理事務所　企画調整担当　☎048-523-2800
　　　　農林商工課　産業振興係　☎76-5133

埼玉県
ホームページ
QRコード

　野鳥は、えさ不足、寒さ、窓ガラスや電線にぶつかるなど、病気以外の原因で死亡することがあり、
死亡していても直ちに鳥インフルエンザ・ウイルスを疑う必要はありません。
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